
入 札 説 明 書 

 

関東森林管理局庁舎電気供給業務（単価） 

 

１ 入札日  令和 8 年 2 月 12 日（木）   １０時１０分 まで 入札締切 

                                         １０時１０分 開札 

関東森林管理局 ２階 小会議室 

※紙入札を行う者は午前１０時０５分までに入札会場に集合してください。 

 

２ 入札までに提出する書類 

① 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

② 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証

明する書類の写し 

③ 別紙１「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条

件」に記載の条件を満たすことの証明。 

ア 別紙２の証明書及び別紙３の適合証明書 

イ 上記のアの条件を満たすことを証明する書類 

 

※入札公告のとおり、上記証明書類等を令和 8 年 2 月 6 日（金）１５：００までに関東

森林管理局経理課企画係又は電子調達システムにより提出し、その審査をもって入札

参加許可を受けて下さい。 

 

※入札をする際には、入札書に単価及び金額を記入した入札内訳書を添付することとし、

添付が無き入札書は無効とします。 

    

３ 配布資料 

① 関東森林管理局署等競争契約入札心得 

関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。 

URL: https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html 

② 別紙１ 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する

条件 

③ 別紙２ 証明書 

④ 別紙３ 適合証明書 

⑤ 電気需給契約書（案） 

⑥ 仕様書 

⑦ 参考 令和８年度予定使用電力量・至近３年間の使用電力量･最大電力･力率 

⑧ 入札書 

⑨ 入札内訳書 

⑩ 委任状作成例 



 

４ 入札に関する質問の受付 

① この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面（様式は任

意）により提出すること。 

 ア 提出期限 令和８年２月６日（金）15時まで（12 時から 13時までは除く） 

 イ 提出場所  

   〒371-8508  群馬県前橋市岩神町 4 丁目 16 番 25 号 

   関東森林管理局 経理課企画係 電話 027-210-1149 

                  メール ks_kanto_keiri@maff.go.jp 

                      （経理課代表アドレス） 

 ウ 提出方法 持参又はメールによって提出すること。 

② ①の質問に対する回答は令和８年２月１０日１７時までに関東森林管理局のホー

ムページに掲載する方法により公表する 

 

５ その他 

  電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 

  政府電子調達システム（GEPS）ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp/ 

  ヘルプデスク 0570-000-683（ナビダイヤル） 受付時間 平日 9時～17 時 30 分 

         03-4332-7803（IP電話等）     （祝休日、12/29～1/3を除く） 

   



別紙１ 

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件 

 

１．条件 

   電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（※）しており、かつ、①令和５年

度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和５年度の未利用エネルギー活用状況、③

令和５年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関す

る情報提供の取組の 4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が 70

点以上であること。 

 

要 素 区 分 得点 

① 令和５年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数

（調整後排出係数） 

（単位：kg-CO2/kWh） 

 

0.000 以上 0.350 未満 ７０ 

0.350 以上  0.375 未満 ６５ 

0.375 以上 0.400 未満 ６０ 

0.400 以上 0.425 未満 ５５ 

0.425 以上 0.450 未満 ５０ 

0.450 以上 0.475 未満 ４５ 

0.475 以上 0.500 未満 ４０ 

0.500 以上 0.520 未満 ３５ 

0.520 以上   ０ 

② 令和５年度の未利用エネルギー活用状況 

 

0.675％以上 １０ 

0％超   0.675％未満   ５ 

活用していない   ０ 

③ 令和５年度の再生可能エネルギー導入状況 

 

15.00％以上 ２０ 

8.00％以上  15.00％未満 １５ 

3.00％以上   8.00％未満 １０ 

  0％超    3.00％未満  ５ 

導入していない   ０ 

④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地

域における再エネの創出・利用の取組 

取り組んでいる   ５ 

取り組んでいない   ０ 

           （注）各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。 

 

※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等

や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施しているこ

と。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示し

ていない者は、事業開始日から 1年間に限って開示予定時期（事業開始日から 1 年以内

に限る）を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 

 

※ 令和６年度の排出係数等を公表している場合は、本書中「令和５年度」を「令和６年

度」に読み替えて作成するものとする。 

 

２．添付書類等 

・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、１の条件を満たすことを示

す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 

 

 



３．契約期間内における努力等 

（１）契約事業者は、契約期間の１年間についても１の表による評点の合計が 70点以上と

なるように電力を供給するよう努めるものとする。 

（２）１の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の

提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り

速やかに、１の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 

 

 

（表）「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」の

「各用語の定義」 

 

用 語 

 

定 義 

 

① 令和５年度

１kWh 当たり

の二酸化炭

素排出係数 

 

 

「令和５年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 

 令和５年度の事業者全体の調整後排出係数（地球温暖化対策の推進に関する法

律（以下、「温対法」という。）に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表した

もの） 

 

１．新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境

大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が

自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。 

 

２．温対法に基づき令和５年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全

体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定し

た令和５年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。 

 

 

② 令和５年度

の未利用エ

ネルギー活

用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和５年度における未利用エネルギ

ーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 

 

（算定方式） 

令和５年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を令和５年

度の供給電力量（需要端）（kWh）で除した数値 

 

令和５年度の未利用エネルギーの 

活用状況(%) ＝ 

令和５年度の未利用エネルギーによる 

発電電力量（送電端） 
 

×100 
令和５年度の供給電力量（需要端） 

                                      
 

１．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギ

ーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーに

よる発電量を算出する。 

① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の

実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分す

る。 

② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エ



 

 

 

 

ネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から

未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当

該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とす

る。 

 

２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購

入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未

利用エネルギー活用分については含まない。）をいう。 

① 工場等の廃熱又は排圧 

② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年度法律第 108 号）(以下「再エ

ネ特措法」という。）第二条第３項において定める再生可能エネルギーに

該当するものを除く。） 

③ 高炉ガス又は副生ガス 

 

３．令和５年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への

販売分は含まない。 

 

４．令和５年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。    

 

 

③ 令和５年度

の再生エネ

ルギーの導

入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和４年度の供

給電力量に占める令和４年度の再生可能エネルギー電気の利用料の利用料の割合

を使用する。算出方法は、以下のとおり。 

 

令和４年度の再生可能エネルギー電気の利用量（送電端）（kWh）を 令和５年

度の供給電力量（需要端）(kWh)で除した数値。 

 

（算定方式）                                    

令和５年度の再生可能エネルギーの導入状況＝ 
①＋②＋③＋④＋⑤ 

×100 
⑥ 

 

１．次の①から⑤は令和５年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用い

たものに限る。 

① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者か

ら購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能

エネルギー電源が特定できる非 FIT非化石証書の量（送電端（kWh）） 

② グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来

するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグ

リーンエネルギー証書（電力）の量（kWh） 

③ Ｊ－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジ

ットの電力相当量（kWh） 

④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネル

ギー電気に係る非化石証書の量（kWh） 

⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判



別できるトラッキング付非 FIT非化石証書の量（kWh） 

⑥ 令和５年度の供給電力量（需要端（kWh）） 

 

２．再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気

は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能

エネルギー源を用いる発電設備（太陽光、風力、水力（30,000kW 未満、ただし

揚水発電は含まない）、地熱、バイオマス）による電気を対象とする。 

 

 

④ 省エネに係

る 情 報 提

供、簡易的

DRの取組、

地域におけ

る再エネの

創出・利用

の取組 

 

 

 

 

 

 

需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点

及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価す

る。 

具体的な評価内容として、 

・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有しているこ

と 

・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需

要家に対し経済的な優遇措置を実施すること 

・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定している

こと 

・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 

 

 なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エ

ネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多

数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の

使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 

 

 



別紙２ 

証    明    書 

 

                                令和  年  月  日 

 

 支出負担行為担当官 

  関東森林管理局長 殿 

 

                    住     所 

                    商号又は名称 

                    代 表 者 氏 名                 

 

 

 支出負担行為担当官関東森林管理局長が発注する「関東森林管理局庁舎電気供給業務（単価）」に関

し、入札公告の２（４）及び２（６）を証明する証明書を提出して入札に参加します。 

 なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。 

 

記 

 

（担当） 

１ 所属部課名 

２ 役   職 

３ 担当者氏名 

４ 電 話 番 号 

５ ＦＡＸ番号 

 

〔証明書提出上の注意事項〕 

 

 応札者は、次の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出する 

こと。 

 

（１）令和 7･8･9年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の販売」の「A」、

「B」又は「C」の等級に登録され関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること｡ 

（２）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けて

いること。 

（３）予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、

別紙１「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の  

条件を満たすこと（証明書別紙の適合証明書を記入の上、条件を満たすことを証明する書類を添付

すること。）。 



別紙３

　令和　　年　　月　　日

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

　下記のとおり相違ないことを証明します。

１　電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法

２　令和５年度の状況

自社の
基準値

点　数

①

②

③

取組の有無 点　数

④

注１)

注２)

注３)

注４)

注５)

１の開示方法（又は参入日及び開示予定時期）を明示し、かつ、２の合計点数が７０点以上
となった者を本案件の入札適合者とする。

１及び２の条件を満たすことを示す書類を添付すること。

令和６年度の排出係数等を公表している場合は、本書中「令和５年度」を「令和６年度」に
読み替えて作成するものとする。

省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、
地域における再エネの創出・利用の取組

適 合 証 明 書

開　示　方　法 番　号

①ホームページ　　　②パンフレット　　　③チラシ
④その他（　　　　　　　　　　　）

項　　目

令和５年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数（単位：kg-
CO2/kWh）

令和５年度の未利用エネルギー活用状況

令和５年度の再生可能エネルギー導入状況

項　　目

①～④の合計点数

１の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源
構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施しているこ
と。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者（事業開始日から1年以内）であっ
て、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期（事業開始日から1年以
内に限る）を「番号」欄に記載すること。

２の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減
に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。



電気供給業務（単価）契約書（案） 
 
 支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典（以下「甲」という。）と○○○○○○
○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○（以下「乙」という。）は、関東森林管理局庁舎で使
用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。 
 
 

案件名称 関東森林管理局庁舎電気供給業務（単価） 

品名・物件名 高圧、6000V、予定契約電力 218kW 

数量（単位） 348,000 kWh 

仕様 別紙１のとおり 

契約金額 
（税込み） 

金         円 
（うち消費税及び地方消費税相当額      円） 

納入期間 令和 08 年 04 月 01 日 ～ 令和 09 年 03 月 31 日 

納入場所 関東森林管理局 

契約保証金 免除 

備考  

 
 
 
この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで

保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 
 

※紙契約を行う場合は以下の記載とする。 
この契約書の締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保管する。 

 
 
 
 
 
令和  年  月  日 
 
           甲    群馬県前橋市岩神町四丁目１６番２５号 

支出負担行為担当官 
                関東森林管理局長 
                松村 孝典 
 
 
           乙    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
                〇〇〇〇〇〇〇〇 
                ○○ ○○ 
 



契約条項 
 
（契約の目的） 
第１条 乙は、別紙１仕様書に基づき甲の関東森林管理局で使用する電気を需要に応じて供給

し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 
                 
（契約金額） 
第２条 契約金額は、別表のとおりとする。なお、当該別表の各金額には消費税額及び地方消

費税額（以下「消費税等相当額」という。）を含むものとする。 
  
  ２ 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条並びに地方

税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出する額である。 
 

３ 燃料費調整及び市場価格調整については、当該地域の旧一般電気事業者が定める電気
需給約款によるものとする。 

 
【※当初契約単価が最終保障単価と等しい場合は、以下文を追加する】 

また、燃料費調整および市場価格調整を加味した自由料金（小売電気業者が市場の状
況を勘案して設定する料金）が燃料費調整および市場価格調整を加味した電気最終保障
供給約款に示す最終保障供給料金よりも安価であることが認められる場合には、甲乙協
議の上契約を変更するものとする。 

 
４ 乙の発電費用等の変動、あるいは上記３における電気需給約款の改定等により契約金
額の改定を必要とするときは、甲乙協議の上契約金額を改定することができる。 

 
 
（需要場所及び期間） 
第３条 乙が電気を供給する場所及び期間は次のとおりとする。 

場所 別紙１仕様書のとおり 
期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

 
（契約保証金） 
第４条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。 
 
（権利義務の譲渡等） 
第５条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはな

らない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 
 
（使用電力量の増減） 
第６条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。 
 
（契約電力） 
第７条 各月の契約電力は、第２条に記載されている契約電力に関わらず、次の各号に該当す

る場合を除き、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大
きい値とする。 

   （１）契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む１月の増加した日以降の期間の
最大需要電力の値がその１月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前１１
月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。 

  （２）契約受電設備を減少される場合等で、１年を通じての最大需要電力が減少すること
が明らかなとき。 

  ２ 最大需要電力が５００キロワット以上となる場合は、契約電力を甲乙協議によりすみ
やかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、第１項によって定めることとする。 

 
（計量及び検査） 
第８条 計量日は原則として毎月１日とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力

量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 
 
（料金の算定期間） 
第９条 料金の算定期間は、前月計量日から当月計量日前日までの期間とする。 



 
（料金の算定） 
第 10 条 毎月の電気料金は、第７条により定めた契約電力に第２条の基本料金単価を乗じて得

た金額と、その１月の使用電力量に第２条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計
額とする。 

  ２ 前項の料金算定にあたっては、契約電力に係る力率調整、使用電力量に係る燃料費調
整および市場価格調整を行うものとし、その取り扱いは関東地域の旧一般電気事業者が
公表している料金表によるものとする。 

 
（料金の支払及び遅延利息） 
第 11 条 乙は、第８条に定めた検査終了後、第 10 条により算定した料金を１ヶ月毎に甲に請

求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から３０日（以下「約定
期間」という。）以内に支払わなければならない。 

２ 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、約定期間満了の日の翌日か
ら支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅
延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息
として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地
変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延
利息の算定日数に算入しないものとする。 

 
（事情変更） 
第 12 条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他

著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、
甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。 

  ２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の
上書面により定めるものとする。 

 
（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金） 
第 13 条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は、関東地

域の旧一般電気事業者が定める標準供給条件（電気需給約款）によるものとする。 
 
（機密の保持） 
第 14 条 甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、甲及び乙は、本契

約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、法律又は条例等により開示す
る場合はこの限りではない。 

 
（契約不適合責任） 
第 15 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない（以下「契

約不適合」という。）場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、
代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完（以下単に「履行の追完」という。）
を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、
甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

  ２ 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その
期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることな
く、直ちに代金の減額を請求することができる。 

 （１）履行の追完が不能であるとき。 
 （２）乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
 （３）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしな
いでその時期を経過したとき。 

 （４）前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込み
がないことが明らかであるとき。 

  ３ 甲は第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対
してその賠償を請求することができる。 

  ４ 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後１年
以内に乙に対して通知するものとする。 

  ５ 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 
 



（甲の催告による解除権） 
第 16 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。た
だし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通
念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

（１）乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が
認めたとき。 

（２）第８条による検査に合格しなかったとき。 
（３）第 15 条第１項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲

の請求に応じないとき。 
（４）前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 
（５）この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 

 
（甲の催告によらない解除権） 
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることがで

きる。 
（１）債務の全部の履行が不能であるとき。 
（２）乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
（３）債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達すること
ができないとき。 

（４）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし
なければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないで
その時期を経過したとき。 

（５）乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態
が著しく不健全と認められるとき。 

（６）乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 
（７）前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると
き。 

  ２ 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除す
ることができる。 

（１）債務の一部の履行が不能であるとき。 
（２）乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 
（甲の責めに帰すべき事由による場合） 
第 18 条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前２条の規

定による契約の解除をすることができない。 
 
（甲の任意解除権） 
第 19 条 甲は、第 16 条又は第 17 条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、

この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解
除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 

 
（甲の損害賠償請求等） 
第 20 条 甲は、第 15 条第３項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をし

ないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を
請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び
取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであると
きは、この限りではない。 

  ２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げ
るときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 

（１）債務の履行が不能であるとき。 
（２）乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
（３）債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債

務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 
 
（違約金） 
第 21 条 第 16 条又は第 17 条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に



対し、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を請求することができる。 
２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 
（１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 7

5 号）の規定により選任された破産管財人 
（２）乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法

律第 154 号）の規定により選任された管財人 
（３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 
 
（談合等の不正行為に係る解除） 
第 22 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、

契約の全部又は一部を解除することができる。 
（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は第
８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定によ
る排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み
替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第
７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨
の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含
む。）が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止
法第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提
起されたとき。 

   ２  乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、
当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 
（談合等の不正行為に係る違約金） 
第 23 条 乙は、この契約に関し、次の各号に一に該当するときは、甲が前条により契約の全部

又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金
として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２（同
法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命
令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法
第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令
を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３） 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第
７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４） 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含
む。）に係る刑法第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しく
は第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

   ２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項
の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する額を違
約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 
（１） 前項第２項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の

規定の適用があるとき。 
（２） 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は乙の

代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の首謀者である
ことが明らかになったとき。 

（３） 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 
    ４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 
 
(損害賠償） 
第 24 条 乙が甲に損害を与えたとき（天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く）

は、甲は、乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。ただし、賠償の金額は、甲
乙協議の上定めるものとする。 



 
（協議） 
第 25 条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約書及び前条で規定する基準等に定め

のない事項は、甲乙協議の上これを解決するものとする。  
 
 
（特約事項） 
    別紙２のとおり 
 



別表

契約予定金額表

基本料金 契約電力（218kW） 円／kW・月

電力量 夏　　季

料　金 （7月1日～9月30日）

その他季

（上記以外の月日）

348,000 kWh

円（税込）

  予定使用電力量

  予定使用金額（総額）（力率100％）

区分・単位 契約単価

業
務
用
電
力

円／kW・時

円／kW・時



別紙１ 

 

仕  様  書 

 

１．概  要  

（１） 件  名    関東森林管理局庁舎電気供給業務（単価） 

（２） 需要場所    群馬県前橋市岩神町 四丁目１６番２５号 

関東森林管理局庁舎 

（３） 契約種別    業務用 

（４） 業種及び用途  官公庁（事務所） 

  

２．仕  様 

（１）供給電力方式等 

① 供給電気方式       交流３相３線式 

② 供給電圧（標準電圧） ６，０００Ｖ 

③ 計量電圧（標準電圧） ６，０００Ｖ 

④ 標準周波数      ５０Ｈｚ 

⑤ 受電方式       １回線受電 

⑥ 蓄熱式負荷設備の有無 無 

（２）契約電力及び予定使用電力量 

① 予定契約電力 ２１８ｋＷ 

（ただし、各月の契約電力は、その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の
最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。） 

設備容量は７７５ｋＶＡ 

② 予定使用電力量 ３４８，０００ｋＷｈ 

（月別予定使用電力量は参考のとおりとする。） 

 

（３）供給電気の種類等 

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給
することとし、その電気は再エネ比率が４０%を満たすこと。また、その環境価値
について関東森林管理局に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。 

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 

https://www.there100.org/sites/re100/files/2025-04/RE100%20technical%20cri

teria%20%2B%20appendices%20%2815%20April%202025%29.pdf 

 

（４）発電費用等の変動による調整額、再生可能なエネルギー賦課金については、応札
価格に含めないこととする。 

（５）供給期間 

令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時に至るまで。 

（６）電力量等の検針 

① 自動検針装置 ：有 

② 電力量計構成 ：電力需給用複合計器 

（７）需給地点及び電気工作物の財産分界点 

需要場所における関東森林管理局が施設した第１号柱上の東京電力パワーグリ
ッド株式会社の架空引込線と関東森林管理局の開閉器電源側接続点。但し、取引用
計量装置は、東京電力パワーグリッド株式会社の所有である。 

https://www.there100.org/sites/re100/files/2025-04/RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices%20%2815%20April%202025%29.pdf
https://www.there100.org/sites/re100/files/2025-04/RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices%20%2815%20April%202025%29.pdf


（８）保安上の責任分界点 

需給地点及び電気工作物の財産分界点に同じ。但し、取引用計量装置は、東京電
力パワーグリッド株式会社がその保安の責めを負う。 

 

 

３．協  議 

（１）詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、関東地域の旧
一般電気事業者が定める標準供給条件（電気需給約款）等をもとに、担当職員と必
要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合
には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。 

（２）各月の電気料金の算定方法は，基本料金について力率割引または割増しを行う場
合および電力量料金について燃料費調整および市場価格調整を行う場合には、関東
地域の旧一般電気事業者が定める標準供給条件（電気需給約款）に依るものとし、
これに依りがたい場合は協議する。 

  

４．そ の 他 

（１）自動力率調整装置は有してないが、契約期間中の力率は１００パーセントを保持
する予定。 

（２）非常用自家発電設備を有しており、定格容量は８０ｋＶＡである。 

（３）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。 

（４）乙は、契約年度における電力供給が終了後、原則翌月１０日までに、供給元電源
情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資
料として、別紙４を甲に送付すること。また、再生可能エネルギー電気の供給に用
いた証書の写しを別紙４提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。な
お、提出された証書の写しに記載されている情報が２．仕様を満たしていない場合、
乙は、２．仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等に
より補修することとする。 

（５）料金の請求・支払等に関する事務処理については、担当職員と打ち合わせを行い、
担当職員の指示により対応するものとする。 

（６）当該年度は電気設備等の工事の予定はしていない。 

     



別紙２ 
暴力団排除に関する特約条項 

 
 （属性要件に基づく契約解除） 
第１条 甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（契約の相手方をいう。以下同じ。）が次の
各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することがで
きる。 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ
る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、
団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同
じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 7
7 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第
６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加
える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直
接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして
いるとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
 （行為要件に基づく契約解除） 
第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何
らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 (1) 暴力的な要求行為 
 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 
 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 
 (5) その他前各号に準ずる行為 
 
 （表明確約） 
第３条 乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将
来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を再請
負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受任者（再
委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に
契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 
 （再請負契約等に関する契約解除） 
第４条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再
請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約
を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等
の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との
契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約を解除
させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 
 （損害賠償） 
第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これに
より乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、
甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 
 （不当介入に関する通報・報告） 
第６条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等
の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受
けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに
不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものと
する。 



別紙４

令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

関東森林管理局長　様

○○県○○市○○

株式会社○○○

代表取締役　○○　○○

以下の通り関東森林管理局に電力を供給したことをここに証する。

また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、関東森林管理局に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

１　お客様情報

　お客様番号 ○○○○

　需要施設名 ○○○○

　需要施設住所 群馬県前橋市岩神町４丁目１６－２５

　契約電力 ○○○ｋＷ

２　供給期間

　令和８年４月１日～令和９年３月３１日

３　再生可能エネルギー由来電力量の情報（環境価値の属性情報は別添のとおり）

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
3月

(見込み)
累積

(見込み)

再エネ由来電力量
(kWh)【Ａ】

供給電力量
(kWh)【Ｂ】

再エネ比率
(％)【Ｃ】

担当者等連絡先

部 署 名 ：

責 任 者 名 ：

担 当 者 名 ：

Ｔ Ｅ Ｌ ：

Ｅ － mail :

特定電源割当証明書



【別添】環境価値の属性情報（見込みを含む）例

環境価値の付与に
使用した証書の種類

供給元発電所名 住所 発電設備
環境価値
移転量
(kWh)

発電期間 認証番号

FIT非化石証書(再エネ指定) ○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ 〇年○月〇日～〇年○月〇日

非FIT非化石証書(再エネ指定) ○○発電所 ○○県○○市○○ 風力 ○○ 〇年○月〇日～〇年○月〇日

合計(kWh)



（参考１）

 令和８年度予定使用電力量（kWh） 

月 夏　　　季 その他季 合計

4月 20,000 20,000

5月 16,000 16,000

6月 22,000 22,000

7月 35,000 35,000

8月 35,000 35,000

9月 28,000 28,000

10月 17,000 17,000

11月 23,000 23,000

12月 35,000 35,000

1月 41,000 41,000

2月 40,000 40,000

3月 36,000 36,000

合計 98,000 250,000 348,000

　注１　夏　季
　　　当年７月１日から９月３０日までの期間

　　　　
　注２　その他季

　　　　 

　　　当年４月１日から６月３０日および１０月１日から翌年３月３１日までの期間

※上記予定量については、過去３か年（１２月～翌１１月までを年単位とする）の平均数量を
採用した（百円以下四捨五入で千円止め）。



（参考２）

 至近３年間の使用電力量・最大電力および力率 

３か年
平均 R7 R6 R5 R4 R7 R6

4月 20,260 21,178 20,073 19,528 127 100

5月 16,420 16,153 15,982 17,125 65 100

6月 21,984 22,952 21,196 21,805 148 100

7月 35,145 36,896 33,129 35,411 165 100

8月 34,610 32,459 32,639 38,733 177 100

9月 27,964 27,829 26,107 29,956 179 100

10月 17,387 16,845 17,908 17,408 70 100

11月 22,530 23,435 20,760 23,395 128 100

12月 34,654 34,040 33,532 36,390 174 100

1月 41,205 39,710 40,896 43,009 202 100

2月 40,293 41,605 39,146 40,127 218 100

3月 35,429 36,336 41,263 28,687 184 100

合計 347,881 349,438 342,631 351,574 最大値 218 -

至近３年の使用電力量（kWh）
至近１年の

最大電力（kW） 至近１年
の力率
（％）

※各年ごとの合計欄は、１２月～翌１１月までの期間の合計
※「至近１年の最大電力」の合計欄は、至近１年の最大値

注１ 夏 季

当年７月１日から９月３０日までの期間

注２ その他季

当年４月１日から６月３０日および１０月１日から翌年３月３１日までの期間

注３ 実績使用電力量は1～１２月は月分毎（毎月１日～末日の使用期間）



（紙入札の場合） 

入 札 書 

 

 

 関東森林管理局庁舎電気供給業務（単価） 

 

 

 

 入札金額 

  

    億 

 

 

  千万 

 

 

  百万 

 

 

  十万 

 

 

    万 

 

 

    千 

 

 

    百 

 

 

    十 

 

 

    円 

 

 

                    入札金額の数字の頭に￥を冠すること 

 

  ① 上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に１０ 

％に相当する額を加算した金額となること及び、入札公告並びに関東森林管理

局署等競争契約入札心得を承知のうえ入札します。 

  ② 発電費用等の変動による調整額（燃料費調整額、市場価格調整額）、再生可能エ

ネルギー賦課金については、入札金額に含めないこととする。 

 

                       令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

   関東森林管理局長 殿 

 

 

          住   所 

          社   名 

          氏   名                      

 

 

    代理人   氏   名                      



基　　　本　　　料　　　金 電　　　力　　　量　　　料　　　金

常　時　電　力
月別 合　計 総　計

契約電力 単価 力率 計 予定使用電力量 単価 計 予定使用電力量 単価 計 (毎月の総計は円未満切り捨て)
(ｋＷ) (円／ｋＷ・月) （％） (円) (ｋＷｈ) (円/kWh) (円) (ｋＷｈ) (円/kWh) (円) (円) (円)

ａ ｂ ｃ ｄ＝ａ×ｂ×(185-ｃ)/100 e f g＝e×f h i j＝h×i k＝g＋j l＝d＋k

4 月
218 100 20,000

5 月
218 100 16,000

6 月
218 100 22,000

7 月
218 100 35,000

8 月
218 100 35,000

9 月
218 100 28,000

10 月
218 100 17,000

11 月
218 100 23,000

12 月
218 100 35,000

1 月
218 100 41,000

2 月
218 100 40,000

3 月
218 100 36,000

年 計
98,000 250,000 【Ｃ】

【Ｂ】

【Ａ】

住所　：

社名　：

氏名　：

入札内訳書

夏　　　季 その他季

消費税額および地方消費税額

入札金額

上記計算書の各月の積算根拠は、以下のとおりです。
【Ａ】入札金額 ＝【Ｃ】税込み金額×１００÷１１０

※円未満を切り上げるものとする。

【Ｃ】税込み金額
１．基本料金[d]

常時電力基本料金
契約電力[a]×基本料金単価[b]×｛（１８５－力率(％)[c]）÷１００｝

２．電力量料金[k]
k＝①＋②
①夏 季[g]＝当該月の夏季使用電力量[e]×夏季電力量料金単価[f]
②その他季[j]＝当該月のその他季使用電力量[h]×その他季電力量料金単価[i]

【Ｂ】消費税相当額及び地方消費税 ＝【Ｃ】税込み金額－【Ａ】入札金額

※基本料金の力率は，仕様書にもとづいた値で積算するものとする（実際の料金請求における基本料金の力率割引割増は，実際の各月の力率により算定する）。
※電力量料金における料金単価区分は，仕様書にもとづくものとする。
※燃料費調整および市場価格調整は，上記に含めないものとする。
※各月の総計を合算したのもを年計の総計とするものとする（端数処理により，基本料金，電力量料金の合計とは一致しない場合もある）。



作成例 

様式第６号（第４条）                            

委  任  状 

 

 

                                 

代理人氏名  関東 太郎 

 

 

  上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

                   記 

 

  １ 入札年月日    令和○○年△月□□日 

 

  ２ 件  名     ○号物件 ○○○○○○○○○○○業務 

 

  ３ 入札に関する一切の件 

 

    令和○○年△月□□日 

 

                 住   所   ○○県△△市□□町１－２－３ 

 

                 商号又は名称  ○△株式会社     

                 代表者氏名   代表取締役 関東 次郎 

 

     支出負担行為担当官 

      関東森林管理局長  殿 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して 

も差し支えない。 

入札日を記入 

物件名を記入 

 

全省庁資格確認通知書に記載され

た住所･会社名・代表者役職・氏名

を記入(ゴム印でも可) 

 

委任された日付を記入 

代表者より入札に係る委任を受けている場合は、あらかじめ提出してください。 

なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要とな

りますので注意してください。 


